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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

個人所有パイパー式ＰＡ－２８－１５１型ＪＡ３７５５は、平成元年７月２９日、 

北海道有珠郡大滝場外離着陸場において連続離着陸の訓練飛行を行っていたが、１６ 

時４７分ごろ着陸しようとしてオーバーシュートし接地した後、右へ偏向して滑走路 

から逸脱し、同離着陸場を飛び出して、前方の荒れ地に停止した。

同機には機長のみが搭乗していたが、死傷はなかった。

同機は大破したが、火災は発生しなかった。

１．２　航空事故調査の概要

1.2.1　事故の通知及び調査組織

航空事故調査委員会は、平成元年７月３０日、運輸大臣から事故発生の通報を受け、 

当該事故の調査を担当する主管調査官を指名した。



1.2.2　調査の実施時期

平成元年７月３１日～８月１日 現場調査

1.2.3　原因関係者からの意見聴取 

意見聴取を行った。

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ３７５５は、平成元年７月２９日、機長により飛行前点検が行われた後、機長 

のみが搭乗して、連続離着陸訓練のため、１５時３０分ごろ大滝場外離着陸場（以下 

「離着陸場」という。）の滑走路を南の方向に向け離陸した。

その後の事故に至るまでの経過は、機長によれば次のとおりであった。

同機は、離陸後右側場周経路に入り、２回の連続離着陸を実施した。引き続い 

て３回目の連続離着陸に入り、クロスウインド・レッグで対地高度（以下「高度」 

という。）１，０００フィートまで上昇した後、エンジンの回転を２，３００ｒｐｍ、 

対気速度を１１０マイル／時とし、高度１，０００フィートを維持してダウンウイ 

ンド・レッグを飛行し、ベース・レッグへの旋回を終えた時点でエンジンの回転を 

１，７００ｒｐｍにしフラップを２５度まで下ろし、対気速度を８５マイル／時に 

して降下を開始した。ファイナル・ターンを終えた時点で同機の高度は約５５０ 

フィートであったと記憶している。機長は、進入に際し、横風が強いと判断して、 

フラップを通常の４０度に対し、２５度のままとし、通常の進入速度の８０マイ 

ル／時より速い８５マイル／時の速度で着陸進入に入った。しかし、その後風は 

思ったより強くなく、また、高度が通常の進入時より高いと判断して、これに対 

応するため、エンジンの回転を１，５００ｒｐｍに絞り対気速度を減速しようとし、

次いで滑走路の進入端手前の上空では通常より早めにエンジン出力をアイドリン 

グ状態とした。しかし、滑走路の進入端上空でも依然高度が高いと判断して、通 

常の接地点に接地しようとして機首を下げて降下したが、機体は思ったほど降下 

せず、オーバーシュートして通常の接地点を大幅に越えて接地した。このため、 

機長は、一瞬、着陸復行することを考えたが、前方約９００メートルの松林（高 

さ約１０メートル）に接触する危険性があると思い、離着陸場内で停止しようと



して、ブレーキを一杯に踏んだところ、同機は右方に偏向して滑りながら進み、 

滑走路を逸脱し、更に離着陸場を飛び出して、道路及び排水路を越えて前方の荒 

れ地に停止した。

事故発生時刻は、１６時４７分ごろであった。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷 

なし

２．３　航空機の損壊に関する情報

2.3.1　航空機の損壊の程度

大破

2.3.2　航空機の損壊の状況

前脚 折損 

主脚 折損

主翼（左右） 損傷 

プロペラ 損傷 

胴体 損傷

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

なし

２．５　乗組員に関する情報

機長 男性 ３８歳

自家用操縦士技能証明書 第５２４４号 昭和４８年７月７日

限定事項 飛行機 陸上単発機 昭和４８年７月７日

第二種航空身体検査証明書 第２３４００５４号

有効期限 平成２年３月３１日

総飛行時間 ９９時間４５分

最近３０日間の飛行時間 ４時間２６分



２．６　航空機に関する情報

2.6.1　航空機

型式 パイパー式ＰＡ－２８－１５１型

製造番号及び製造年月日 ２８－７６１５０３０号

昭和５０年１０月２４日

耐空証明書 第東１－２９８号

有効期限 平成２年７月１０日

総飛行時間 ２，９８３時間１６分

定時点検（１００時間点検、平成元年７月１０日実施）後の飛行時間

５時間５１分

2.6.2　重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は１，８５２ポンド、重心位置は８９．０インチと推算され、

いずれも許容範囲（最大離陸重量２，３２５ポンド事故当時の重量に対応する重心 

範囲８７．５～９３．０インチ）内にあったものと認められる。

2.6.3　燃料及び潤滑油

燃料は航空用ガソリン１００／１３０、潤滑油はＷ８０でいずれも規格品であった。

２．７　気象に関する情報

事故当時の事故現場付近の気象状況は、機長によれば、次のとおりであった。

風向 北西、風速 ２～３メートル／秒、気温 ２５度Ｃ、天気 晴れ

また、事故現場の西約１．５キロメートルに位置する大滝地域気象観測所の事 

故当時の気象観測値は、次のとおりであった。

１６時００分 風向 北西、風速 ２メートル／秒、気温 ２３度Ｃ、天気 晴れ

１７時００分 風向 北西、風速 ２メートル／秒、気温 ２２．４度Ｃ、天気 晴れ

２．８　飛行場に関する情報

大滝場外離着陸場の諸元は次のとおりである。

滑走路 ４２０メートル×２０メートル（芝）

過走帯 ６０メートル×２０メートル（芝）

進入表面のこう配 １／２０

飛行場標点の標高 １，４７０フィート



２．９　その他必要な事項

2.9.1　滑走路の進入端から３９８．５メートルの位置に、同機の最初の接地点と思わ 

れるタイヤ痕が認められる。この位置は滑走路の終端までわずかに２１．５メートル 

を残している（付図－１参照）。

2.9.2　同機の飛行規程の別添－５には同機の着陸性能図が示されている（付図－２ 

参照）。これによれば、同機の着陸には３７０メートル程度（約１，２００フィート） 

の滑走路長が必要であると認められる。

なお、これに対応する地上滑走距離は２１０メートル程度（約７００フィート） 

である。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

3.1.1　機長は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証明を有してい 

た。

3.1.2　同機は、有効な耐空証明を有し、調査結果から、事故発生まで異常はなかっ 

たものと推定される。

3.1.3　２．９．１項に述べた調査結果及び機長の口述から、同機は長さ４２０メート 

ルの滑走路の進入端より３９８．５メートルの地点に接地したものと推定される（ 

付図－１参照）。

3.1.4　同機は接地した時点で滑走路の終端まで２１．５メートルを残していたと推 

定されるが、この距離は同機を安全に停止させるためには著しく短いため、（２．９． 

２項参照）、機長が離着陸場内で停止しようとして、急激なブレーキ操作をする間に、 

同機は方向を制御することができずに右側に偏向して滑りながら進み、滑走路を逸 

脱し、更に離着陸場を飛び出して、道路及び排水路を越え、その前方の荒れ地に停 

止し、この間に脚が折損する等の損傷を受けたものと推定される。



3.1.5　同機が著しくオーバーシュートしたのは、同機の着陸進入の速度及び高度が 

大きかったことによるものと推定される。

3.1.6　機長が、同機の着陸進入の速度及び高度が大きいと判断して、早期に着陸復 

行を実施すれば本事故は発生しなかったものと考えられる。

４　原因

本事故は、機長が着陸進入するに当たって速度及び高度が大きかったにもかかわら 

ず、着陸復行することなく進入を継続したことから、通常の接地点を大幅に越えてオー 

バーシュートしたことによるものと推定される。
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